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特集：大規模災害と社会保障Ⅱ

チェルノブイリ原子力発電所の事故後の、被災者の生活・就労、
健康被害に対する支援策

サンドロヴィッチ・ティムール

■ 要約

　ソ連邦のウクライナ共和国のチェルノブイリ原発において事故が起きた後、ソ連政府およびそれぞれの共和国の政

府は急きょ被災者の支援策に関するプログラムおよび法律の制定を打ち出した。ウクライナ独立後の国家予算のチェ

ルノブイリ被災者支援の枠を見ると、年々増加している傾向にあるが、国家が定めた支援策は実際に被災者のところ

に行き届いているとは言いがたい状況がなお続いている。また、被災した子供たちの支援および保護は国家の優先次

項の一つになっているが、特に健康増進分野においてはいまだに海外のNPOやNGOによる支援に頼らざるを得ない

状況が続いている。本稿においてチェルノブイリ事故から28年が経過し、被災者の支援策に関して試行錯誤を繰り返

してきたウクライナの経験から、フクシマ後の日本に対して提言を試みる。

■ キーワード

チェルノブイリ原発事故、リクビダートル、特典、支給状況、被災した子供
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Ⅰ　チェルノブイリ事故による　
被災者支援の法的枠組

　1．事故発生当時～ソ連崩壊まで（1986-1991年）

1

2

3-4
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1

1991

3 4

　2．ウクライナの1991年の「チェルノブイリ法」お

よびそれが定めるチェルノブイリ事故によ

る被災者への支援策に関して

1998 1998

1991 2 27

70

1

表1　被災者に関連するソ連時代の法律・国家機関決議の一覧

1986.06.05

1986.06.20

1986.08.22

1987.12.29

1989.10.20
886

1990.03.31
325

1990.04.25
1990-1992

1990.06-08
1990.12.19
1991.02.22 SSR2

1991.02.27 SSR
SSR

1991.02.27 SSR
1991.02.28 SSR
1991.04.08
1991.05.12
1991.05.15 SSR
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1991 2 27

1991 02 28
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表2　チェルノブイリ被災者の各カテゴリーの定義

3

4 1986 7 1

1986 7 1 1986 12
31 5

1987 14

1986

1986 7 1 12 31
5

1987 14
1988-1990 30

1993 1 1
2

3

1993
1 1 2

3

1993 1 1 4

1998

M. 

M. 

図1 チェルノブイリ事故リクビダートルの手帳

M. 

2004 10 29

5

M. 

V. 

1997 1 20 51
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Ⅱ　実際の支給状況

2011

1994-1996

　1．統計で見る支給状況

25 Safety for the Future 2011 4

7 7.1.1

248-249pp.

1996 2004

2007

40

2010 700

2003

10

表3　1996～2005年におけるチェルノブイリ事故の影響を克服するための予算上および実際の支給状況の比較表

100
UAH 100 UAH %

100
UAH

100
UAH

1996 3363,32 1794,56 53,4 1527,88 85,1 160,59
1997 5681,72 2513,00 44,2 1746,59 69,5 310,04
1998 4548,5 2606,00 57,3 1432,26 55,0 457,75
1999 6015,95 1746,80 29,0 1535,51 87,9 763,21
2000 7479,25 1812,89 24,2 1809,63 99,8 931,48
2001 8744,46 1843,99 21,08 1925,02 104,4 786,4
2002 9957,8 2144,5 21,5 2002,8 93,4 729,3

634,6
2003 12656,74 1381,16 11,0 1381,16 100,0 760,3

596,4
2004 14872,5 1667,19 11,2 1640,4 98,4 685,4
2005 2041,77 1877,16 91,9

Baloga V. I., Kholosha V. I., Evdin O. M. ed. 2011
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　2．二人の大臣の主張

2014 5

L. 2014 5 27

2014

23

23

100

2014

1994-1996

V. 2014 5

26

L.

50

V. 

V.

V. 

28

V. 
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　3．二人の被災者の主張

表4　インタビューを受けた二人の被災者の基本情報

M. 
1962 8

V. 
1960 5

M. 

2014 5 27

1984

1986

4

M. 

2

6 8 8

8

15

16

M.

1987

24

18

50%

21

50

18
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123

1300 M. 

500 800

5 7

;

M.

50

4320 6 ;

M. 

V.

2014 05 29 M. 

1

1986 11

2 4

15

2 3

V.

50

50

160

1 1987

50 4000

V. 

M. 

V. 

M.
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　4．被災者手帳給付をめぐる詐欺

M. 

M. 

2004

5 50

Ⅲ　子どもに対する健康診断や
放射能軽減措置など　

　1．E.ステパーノワ研究所の活動

E. 

E. 

, 2012

5 9

30km

30

4

　2．筆者自身の経験

1984

2 130

1

3 2



33

3

NPO NGO

5 5 1

5 9

3

2

2

4

　3．被災した子供たちのカテゴリー分けに関す

るV. ホローシャの説明

V. 

18

18

18

18

Ⅳ　考察、これからの日本への示唆
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M. 

V.

むすびにかえて

5
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